
（１）不適正盛土に対する連携した取組

■盛土総点検（令和４年３月）による不適正盛土23か所への対応 令和６年11月12日

〇是正済み ６か所

〇是正指導中 17か所
〇措置未了 23か所

令和４年３月時点 令和８年３月時点

・引き続き、各所管と連携を図りつつ、指導強化等、是正に向けて取り組む
・雨季前に、各所管において安全管理について対応
・指導状況を含め状況の変化があった際は、適宜情報共有



令和６年11月12日■PRイベント実績一覧（令和７年度）
内容主体・参加イベント名日時

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】建設局河川部計画課青梅市総合防災訓練（青梅市）6/29

・不適正盛土に対する連携した取組
・令和7年度の活動内容等

【主体】都市整備局市街地整備部区画整理課
【参加】環境局 産業労働局 建設局

警視庁 八王子市

不適正盛土対策連絡調整会議（都庁）8/4

・参加者に不適正盛土対策に関するチラシを
配布

【主体】建設局河川部計画課川を歩こう
（南浅川コース、多摩川・奥多摩コース）

10/4,
18

・不適正盛土対策に関するパネル展示、
チラシを配布

・盛土投稿フォームに関する動画を放映

【主体】都市整備局市街地整備部区画整理課日の出町産業まつり
（イオンモール日の出）

10/25, 
26

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】建設局河川部計画課町田市防災フェスタ（町田市）11/2

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】建設局河川部計画課稲城市防災訓練（稲城市）11/2

・合同で採石場をパトロール【主体】産業労働局商工部地域産業振興課
【参加】都市整備局市街地整備部区画整理課

環境局自然環境部緑環境課
環境局多摩環境事務所
地元自治体

採石場共同パトロール11/11

・盛土規制法許可案件についてパトロール【主体】都市整備局市街地整備部区画整理課
【参加】都市整備局多摩建築指導事務所

環境局自然環境部緑環境課
環境局多摩環境事務所
警視庁（青梅警察署）
奥多摩町

合同パトロール12/4

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】八王子市
NEXCO中日本東京支社
都市整備局市街地整備部区画整理課

過積載取締り
（中央自動車道 八王子料金所）

1/28

（１）不適正盛土に対する連携した取組
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令和６年11月12日■主なPRイベント（令和７年度）

（１）不適正盛土に対する連携した取組
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 日の出町産業まつり
〇日時：令和７年10月25日（土）、26日（日）
〇場所：イオンモール日の出
〇参加：都市整備局
〇内容：不適正盛土対策に関するパネル出展、チラシ配布

都民投稿フォームの動画放映

 盛土合同パトロール
〇日時：令和７年12月4日（木）
〇場所：奥多摩町
〇参加：都市整備局、環境局、警視庁（青梅警察署）、奥多摩町
〇内容：盛土規制法による許可案件をパトロール

 過積載取締りに合わせたPR
〇日時：令和８年1月28日（水）
〇場所：中央自動車道 八王子料金所
〇参加：都市整備局（八王子市、NEXCO中日本）
〇内容：不法投棄、過積載車両の取締りに合わせて、チラシ配布



令和６年11月12日■PRイベント予定（令和８年度）
内容主体・参加イベント名日時

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】建設局河川部計画課青梅市総合防災訓練（青梅市）6月頃

・不適正盛土に対する連携した取組
・令和8年度の活動内容等

【主体】都市整備局市街地整備部区画整理課
【参加】環境局 産業労働局 建設局

警視庁 八王子市

不適正盛土対策連絡調整会議（都庁）6～8月
頃

・参加者に不適正盛土対策に関するチラシを
配布

【主体】建設局河川部計画課川を歩こう
（南浅川コース、多摩川・奥多摩コース）

10月頃

・不適正盛土対策に関するパネル展示、
チラシを配布

・盛土投稿フォームに関する動画を放映

【主体】都市整備局市街地整備部区画整理課日の出町産業まつり
（イオンモール日の出）

10月頃

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】建設局河川部計画課町田市防災フェスタ（町田市）11月頃

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】建設局河川部計画課稲城市防災訓練（稲城市）11月頃

・合同で採石場をパトロール【主体】産業労働局商工部地域産業振興課
【参加】都市整備局市街地整備部区画整理課

環境局自然環境部緑環境課
環境局多摩環境事務所
地元自治体

採石場共同パトロール11月頃

・盛土案件についてパトロール【主体】都市整備局市街地整備部区画整理課
【参加】都市整備局多摩建築指導事務所

環境局自然環境部緑環境課
環境局多摩環境事務所
警視庁
地元自治体

合同パトロール11～12
月頃

・不適正盛土対策に関するチラシを配布【主体】八王子市
NEXCO中日本東京支社
都市整備局市街地整備部区画整理課

過積載取締り
（中央自動車道 八王子料金所）

1月頃

（１）不適正盛土に対する連携した取組

5※上記以外にも参加イベント等について検討、調整中



令和６年11月12日■不適正盛土対策PRポスターの掲示

（１）不適正盛土に対する連携した取組
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・不適正盛土への抑止力強化を目的として、
啓発用のポスターを作成

・関係各局、各警察署、区市町村等において掲示



〇多摩地域の西部を衛星で監視（700㎢）

〇時期が異なる衛星データを活用し、地形の改変箇所を抽出

〇確認すべき箇所を絞り込み（各種法令の許可を得ていない箇所等）

〇優先的に確認が必要な個所を絞り込み、現地調査

ⓒAIRBUS DS ⓒAIRBUS DS

差
分
解
析

監視範囲

■衛星データを活用した不適正盛土の効率的な監視

地形の改変箇所抽出

（２）不適正盛土に対する都市整備局の取組

抽出結果の提供：多摩建築指導事務所、環境局、産業労働局、八王子市、町田市

令和８年度の取組予定

目視判読 AI判読

〇抽出作業の時間短縮 →判読者による抽出に併せて、AIによる自動抽出を実施（伐採）

〇更に効率的な現地調査→現地調査後の各所管からのフィードバックに基づく絞り込み精査

今後

盛土可能性箇所の抽出方法

ⓒAIRBUS DS ⓒAIRBUS DS



（２）不適正盛土に対する都市整備局の取組

【１都４県盛土担当者連絡会（盛土対策ネットワーク）】 ※事務局：東京都
（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、関東地方整備局（オブザーバー））

・令和７年７月(第１回)：不適正盛土対策に係る情報及び連携体制の共有

・令和８年２月(第２回)：実務上の課題に関する意見交換

■近隣県等との連携について

【九都県市首脳会議】 ※提案：千葉県
（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）

・令和７年４月(第87回)：千葉県から、法の周知徹底や運用上の課題研究などを提案

・令和７年10月(第88回)：盛土規制法の適切な運用に向けた検討会の活動について報告

【第88回報告内容】
●盛土規制法の規制開始について

盛土規制法の規制を開始した各都県市の運用上の課題、及びその対応を
情報共有するとともに、効果的なＰＲ活動の実施について確認した。検討
結果を踏まえ、共同してＰＲ活動を実施するとともに、引き続き各都県市
の課題及びその対応について共有・研究する。



■会議の次回予定

（３）その他

〇雨季前に幹事会を開催し、不適正盛土に関する取組の情報共有及び調整等を実施

〇令和８年５月から６月頃 第４回 不適正盛土対策連絡調整会議開催


